
  

インボイスについて消費税に関わる仕入税額控除で不利になる「インボイス制度」が令和５年１０月より始まりました。ただ、１万円未満の場合はインボイス不要との事です。当院における多くの取引が、現時点(インボイス開始時点)では１万円未満となっております。加えて、顧客の多くが個人(B to C取引)となっており、請求書等発行を要する 法人様 および 課税事業者様 との取引(B to B取引)は一部の方に留まっております。従いまして、当院がインボイス事業者(課税事業者)になるか否かの判断は、総合的俯瞰的に我が国の行く末を鑑みながら慎重に善処して参る所存でございます。何かお困りの事がございましたらばご相談ください。臨機応変に交渉には応じさせていただきます。

（ 画 像 は Ｎ Ｈ Ｋ ニ ュ ー ス よ り 引 用 ↑ ）
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